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 電気保安規程 

保 安 規 程 
 作成年月日 令和２年８月 20日  

 届出年月日 令和２年８月 31日  

 

内   容 

業

種 

水道業 

（下水道業） 

事業場の名称  大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 

所 在 地 大阪府松原市天美西７丁目２６５番地の１ 

総 括 管 理 者  
氏名 

  

役職名 

 所 長 

施 設 管 理 者  
氏名 

  

役職名 

 今池管理センター長 

電気主任技術者 
氏名 

  

資格 

 第２種 

選任の種別及び年月日 

 選任 平成 31年 4月 15日 

保安業務組織  添付組織図のとおり 

供給変電所名  関西電力株式会社 天美変電所 

受

電

設

備 

受電電圧  77,000 V  

受電用遮断器 

真空遮断器 

契約電力  4,100 kW 84kV 800A 25kA 

最大電力  4,100 kW 受電設備形態 屋内設置キュービクル型 

発

電

設

備 

電 圧 6,600 V  
原 動 機  

種 類 ディーゼル機関 

燃料消費量 
(NO.1) 446.5 L/h 

(NO.2) 711.6 L/h 

出 力 
(NO.1) 1,600 kW 

(NO.2) 2,400 kW 常用・予備の別 予備 

保安上の責任分界点  構内設備に関する協定書（第２条から第４条）のとおり 

財産上の分界点 構内設備に関する協定書（第２条から第４条）のとおり 

備 考  

※ 発電設備、原動機の燃料使用量については、重油換算で記載すること。 
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主要な変更事項 

記   事 

年 月 日 
記   事 

平成２０年 ４月 １日 大和川下流流域下水道組合解散に伴う事務継承 

平成２６年 ７月 １日 処理施設増設に伴う需要設備新設等 

平成３０年 １月１９日 需要設備の構内縮小（堺市緊急復旧工事関連） 

平成３０年 ２月２８日 保安業務組織見直しに伴う条文改定等 

平成３０年 ６月２６日 需要設備の構内拡張（堺市緊急復旧工事関連） 

令和 元年 ８月２８日 
需要設備の構内縮小（阪神高速大和川線関連工事） 

第２章第５条の二 保安業務組織の見直し伴う条文改定 

令和 2 年 8 月２０日 
管理棟需要設備の更新に伴う単線結線図の変更 

施設管理者の変更 組織図の変更 
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第１章 総則 

 

【目的】 

第 １条 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター（以下「当事業場」という。）にお

ける自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業

法（昭和39年法律第170号。以下「法」という。）第42条第1項の規定に基づきこの規

程を定める。 

 

【効力】 

第 ２条 当事業場の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を順守するものとす

る。 

 

【細則の制定】 

第 ３条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとす

る。 

 

【規程等の改正】 

第 ４条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主

任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。 

 

 

 

第２章 保安業務の運営管理体制 

 

【保安業務の組織】 

第 ５条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令

系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安

業務を遂行する組織構成は次に定めるところによるものとする。 

一 南部流域下水道事務所長（以下「総括管理者」という。）は保安業務を総括管

理し、今池管理センター長（以下「施設管理者」という。）はこれを補佐する。 

二 法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行するため、総括管理者

は電気主任技術者を選任する。 

三 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名及び担当業務区分並びに職務権限

は添付組織図のとおりとする。 
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四 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は添付組織図のと

おりとする。 

 

【設置者の義務】 

第 ６条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、電気主任技

術者の意見を求めるものとする。 

２ 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。 

３ 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場

合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 

４ 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとす

る。 

 

【電気主任技術者の義務】 

第 ７条 電気主任技術者は、総括管理者及び施設管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安の監督の職務を総括しなければならない。 

２ 電気主任技術者は、法令及びこの規程を順守し、電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。 

３ 電気主任技術者の執務は次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 当事業場に常時勤務するものとする。 

二 電気主任技術者の連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示して

おくとともに、電気主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。 

 

【従事者の義務】 

第 ８条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のた

めにする指示に従わなければならない。 

 

【電気主任技術者不在時の措置】 

第 ９条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業

務の代行を行う者（以下「代務者」という。）をあらかじめ指名しておくものとする。 

２ 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実

に行わなければならない。 

 

【電気主任技術者の解任】 

第１０条 電気主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。 

一 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認
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められたとき。 

二 電気主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安

の確保上不適当と認められたとき。 

 

 

 

第３章 保安教育 

 

【保安教育】 

第１１条 電気主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作

物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。 

 

【保安に関する訓練】 

第１２条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生

したときの措置について少なくとも年１回以上実地指導訓練を行うものとする。 

 

 

第４章 工事の計画及び実施 

 

【工事計画】 

第１３条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の

意見を求めるものとする。 

２ 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な

修繕工事及び改良工事（以下「補修工事」という。）の年度計画を立案し、総括管

理者の承認を求めなければならない。 

３ 前項の計画は、当事業場の各部門との連絡を緊密にし、その意見を聴いて行わなけ

ればならない。 

 

【工事の実施】 

第１４条 電気工作物に関する工事計画の実施にあたっては、当事業場の事業活動等と調整を

図り、総括管理者の承認を経てこれを実行するものとする。 

２ 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、電

気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。 

３ 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確

にし、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障が無
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いことを確認した上で引き取るものとする。 

４ 工事の実施にあたっては、その保安を確保するために別に定める作業心得によって

行わなければならない。 

５ 作業心得は、次の各号について定めるものとする。 

一 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の電気主任技術者による確認。 

二 作業時間、停電時間及び危険区域の表示。 

三 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置。 

四 作業責任者の氏名とその責任。 

五 作業終了時の点検及び測定。 

六 その他必要な事項。 

 

 

 

第５章 保守 

 

【巡視、点検、測定】 

第１５条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第１に定める基準により行

わなければならない。 

２ 電気主任技術者は、別表第１に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督

を行うにあたっては、当事業場の事業活動等と調整を図り年度実施計画を作成し、

施設管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。 

３ 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したと

きには当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若し

くは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。 

 

【法定事業者検査の体制】 

第１６条 法定事業者検査は、電気主任技術者の監督の下、別途定める必要な事項をあらかじ

め決定した上で行うものとする。 

 

【事故の再発防止】 

第１７条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因

を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。 
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第６章 運転又は操作 

 

【運転又は操作等】 

第１８条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。 

２ 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。但し、遮断器、断路器の開閉

その他必要な事項については、関西電力株式会社（以下「電気事業者」という。）

との間に締結している「給電申合書」によるものとする。 

一 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器

の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統。 

二 電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用を停止し、若しくは使用を制限する

等の応急措置並びに報告又は連絡要領。 

三 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との連絡事項。 

四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。 

 

 

第７章 災害対策 

 

【防災体制】 

第１９条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確

保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生

時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、並びに当事業場外関係機関との協力体制

及び連携体制を整備しておくものとする。 

２ 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保する

ための指揮監督を行う。 

３ 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲

の送電を停止することができるものとする。 

 

 

 

第８章 記録 

 

【記録等】 

第２０条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第２に定めるところにより

記録し、これを必要な期間保存するものとする。 

２ 主要電気機器の補修記録は別表第３に定める設備台帳により記録し、必要な期間保
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存するものとする。 

３ 法定事業者検査の記録は、別表第４に定めるところにより記録し、必要な期間保存

するものとする。 

 

 

第９章 責任の分界 

 

【責任の分界点】 

第２１条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、平成２８年１２月６日付で関西電

力株式会社と締結した「構内設備に関する協定書」第２条から第４条に基づくものと

する。 

 

【需要設備の構内】 

第２２条 当事業場の需要設備の構内は添付構内図（需要設備の構内図）に示すとおりとする。 

 

 

 

第１０章 整備その他 

 

【危険の表示】 

第２３条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険の恐れのある

ところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。 

 

【測定器具類の整備】 

第２４条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなけ

ればならない。 

 

【図面、書類の整備】 

第２５条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、

取扱説明書等については整備し、必要な期間保存しなければならない。 

 

【手続き書類等の整備】 

第２６条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、そ

の写しを必要な期間保存しなければならない。 
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付則 

 

１．この規程は、平成２６年７月 １日から施行する。 

２．この規程は、平成３０年２月２８日から施行する。 

３．この規定は、令和 元年８月１５日から施行する。 

４．この規定は、令和 ２年８月２０日から施行する。 
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組織図（今池水みらいセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部流域下水道事務所 総務課 

建設課 大和川工区 

・電気工事の企画立案に関すること 

・電気工事の発注に関すること 

・工事の保安業務に関すること 

・関係官庁への許認可申請手続きに関すること 

維持管理課 管理グループ 
・電気設備の維持管理（保守計画）に関すること 

・電気設備の改築更新計画に関すること 

・保安教育に関すること 

今池管理センター 

・電気設備の運用に関すること 

・電気設備の補修工事の発注に関すること 

・電気設備の補修工事の保安業務に関すること 

・記録の整理、保存に関すること 

・保安教育に関すること 

・事故処理に関すること 

・電気事業者への申込手続きに関すること 

所長 

（総括管理者） 

今池管理センター長 

（施設管理者） 

（電気主任技術者） 

 

今池管理センター 

職員 （代務者） 
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 小規模補修業務実施要領 

 

小規模補修業務は、「小規模補修施工業務」と「補修部品等購入業務」からなる。  

 

１．小規模補修施工業務について 

 

1. 1 対象業務の定義等 

1)小規模補修施工業務とは、施設（管路施設含む）に不具合（小規模な破損、故障）が生じ

た場合、外観、機能、形状等を元に回復させ、施設の正常な運転を担保するものであり、

専門業者でなければ取外し分解取付作業等が困難である場合や、実施にあたって比較的高

度な専門技術を要する補修をいう。また、小規模な材質変更、機能向上や改良を伴う補修

を含むものとする。ただし、軽易な修理及び造作、部品交換作業等は含まない。 

2)上記1)に示す軽易な修理及び造作とは、通常のメンテナンス作業において簡単に取外し、

分解等が可能であり、高度な専門技術を要さない修理作業又は現場で実施する簡易な補修

塗装作業をいう。 

3)ただし、この小規模補修施工業務を行うにあたっては予め、補修施工の目的、箇所、関係

図面、補修内容、補修期間、施工業者名、見積価格等を記載した打合せ記録簿を発注者に

提出し発注者の承諾を得ること。補修費用は、発注者が承諾した受注者の見積価格による

ものとする。 

 

1. 2 小規模補修施工業務対象外業務の具体的事例 

以下に小規模補修施工業務対象外の具体的事例を示す。 

・手工具（溶接を含む）、支給材料等を用いて簡易に取替え、修理可能な破損  

・重機を使用せず作業可能な配管補修。  

・重機の使用を伴わないバルブ、ストレ－ナ、水中ポンプ等の交換、ポンプ類のグランドパ

ッキン、Ｖベルトの交換調整等。  

・ベルトコンベア類の塩化ビニルローラ部分の交換、スクレ－パ交換調整、ベルトクリ－ナ  

の交換、スカ－ト類の補修  

・電気設備の部品交換で、リレ－マグネット、ブレ－カ、リミットスイッチ、電流計、温度  

計、照明器具、表示灯、その他スイッチ類  

・計装機器の調整で、指示計、変換器、演算器類で簡易なもの。  

・機器、配管等の錆、腐食等による剥離、錆防止等の局所的な塗装。  

 

1. 3 小規模補修施工業務の実施についての協議 

当該業務において発生し、小規模補修施工業務に関する事案に関して、当該案件が、小規模

補修施工業務の対象となるか否かをはじめ、補修目的、補修箇所、補修内容、補修期間、施工

業者名、見積価格等について、必ず事前に発注者、受注者協議を行い合意の上、実施するもの

とする。 
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２．補修部品等購入業務について  

 

2. 1 対象業務の定義等 

補修部品等購入業務は、当該業務において、各種プラント機器、配管、配線、ダクト類等の

取替補修等に必要な部品、及び管路施設の補修に必要な材料で、小規模なものの購入を行うも

のである。ただし、この補修部品購入業務を行うにあたっては、予め部品の使用目的、使用箇

所、全体個数、仕様、見積価格、入手が必要な年月日等を記載した打合せ記録簿を発注者に提

出し、発注者の承諾を得ること。購入費用は、発注者が承諾した受注者の見積価格によるもの

とする。 

 

2. 2 補修部品等購入業務の実施についての協議 

当該業務において発生した補修部品等購入業務に関する事案に関して、当該案件が、補修部

品等購入業務の対象となるか否かをはじめ、購入目的、図面、仕様、使用箇所、購入時期、購

入業者名、見積価格等について、必ず事前に発注者、受注者協議を行い合意の上、実施するも

のとする。 

 

 

３．小規模補修施工業務及び補修部品等購入業務のフロ－ 

 

小規模補修施工業務 

「補修等要望書（様式－３０）」の提出（受注者） 

↓ 

補修内容・補修方法の検討（発注者、受注者） 

↓ 

「小規模補修業務協議簿（様式－３１）」作成（受注者） 

（補修目的、補修箇所、関係図面、補修内容、補修期間、施工業者名、見積価格等記載）  

↓ 

小規模補修業務協議簿の承諾・工事指示書作成（発注者）  

↓ 

施工開始、施工完了後に「小規模補修業務完了報告書（様式－３２）」（受注者） 

同時に、施工業者との契約書・請書等の写し等を発注者に提出（受注者） 

↓ 

補修完了確認・書類現場是正指示 施工金額の累計確認、予算管理（発注者） 
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補修部品等購入業務  

「補修等要望書（様式－３０）」の提出（受注者） 

（購入目的、図面、仕様、使用箇所、購入時期、購入業者名、見積価格等を記載） 

↓ 

小規模補修業務協議簿の承諾・購入指示書作成（発注者）  

↓ 

補修部品購入後に「小規模補修業務完了報告書（様式－３２）」提出（受注者） 

部品購入先からの納品書等の写しを発注者に提出 

↓ 

報告書確認及び部品現物、個数確認、予算管理（発注者） 
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 規制基準値（放流水及び排ガスに係る基準） 
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 雨天時マニュアル 

 

今池水みらいセンターにおける雨天時マニュアルを以下に示す。雨天時には、本マニュアル

に基づき、適切な運転を行うこととする。 

 

（１）運転方法 

 

水量、水位等 運転操作状況 備 考 

汚水送水量＞7, 500ｍ3/ｈ 

※砂ろ過への揚水量を 7, 500ｍ3/ｈ（構造物の制

約による（逆洗排水槽へのオーバーフロー））に

制限 

ろ過バイパス ※水防要領レベル１相当 

汚水送水量＞11, 000 ㎥/ h：水処理能力（高級処理） 

①1 系簡易放流実施 

②2、3 系簡易放流実施 

生物反応槽 

バイパス 

※水防要領レベル２相当 

 

事務所幹部へ連絡 

汚水送水量＞25, 000ｍ3/ｈ（水処理流下能力）か

つポンプ井水位＜ＴＰ- 5. 0ｍを維持できない場合 

①流入ゲート等による流入制限実施 

（ただし着水井前水位がＴＰ+1. 0ｍを超える場合

は着水井ゲートによる制限に切り替え） 

ゲート操作によ

る流入制限 

※水防要領レベル３相当 

 

事務所幹部へ連絡 

市町村へ連絡 

 

 

（２）着水井水位と想定管内貯留量 

管内貯留量 

(㎥)  

着水井前水位 

( TP)  
流入制限 

ポンプ井水位 

( TP)  

15, 000 +2m ↑  

14, 300 +1m 着水井ゲートで制限へ切替 注１ 

12, 300 0m ↑  

3, 800 - 3m 沈砂池流入ゲートで制限 注２ 

 - 5m ↑ - 5m維持 

注１：TP+3. 0mで沈砂池流入ゲート上部より汚水越流するため切替 

注２：沈砂池スラブ=TP- 2. 9m 

 

 

 

 

 


